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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月29日に提出いたしました第44期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一

部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

３ 配当政策 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

第一部【企業情報】 

第４【提出会社の状況】 

３【配当政策】 

  

（訂正前） 

 利益配分の基本方針は、企業体質の強化と今後の事業展開を図るための内部留保に努めながら、安定的かつ継続的な配当を維

持することが重要と考えております。 

 当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

 これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 当事業年度の利益配分につきましては、ここ数年の利益確保の状況を鑑み、老朽化した生産設備等の維持更新や今後の事業展

開に備えるため、内部留保とさせていただきました。なお、今後につきましては、業績の回復に努め早期の復配を目指す所存で

あります。 

  

（訂正後） 

 利益配分の基本方針は、企業体質の強化と今後の事業展開を図るための内部留保に努めながら、安定的かつ継続的な配当を維

持することが重要と考えております。 

 当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

 これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 当事業年度の利益配分につきましては、ここ数年の利益確保の状況を鑑み、老朽化した生産設備等の維持更新や今後の事業展

開に備えるため、内部留保とさせていただきました。なお、今後につきましては、業績の回復に努め早期の復配を目指す所存で

あります。 

 なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 
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